
○

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）

改

正

案

現

行

（
資
本
の
減
少
の
認
可
の
申
請
等
）

（
資
本
の
減
少
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
九
条

保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
は
、
法
第
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

第
十
九
条

保
険
業
を
営
む
株
式
会
社
は
、
法
第
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
商
法
第
二
百
十
五
条
第
一
項
（

八

株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
商
法
第
三
百
七
十
七
条
第
一
項

株
式
の
併
合
の
公
告
等
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
通
知
を
し
た
こ
と
を
証

（
資
本
の
減
少
の
た
め
の
株
式
の
併
合
の
手
続
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

す
る
書
面

第
二
百
十
五
条
第
一
項
（
株
式
の
併
合
の
公
告
等
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及

び
通
知
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

九

株
式
の
消
却
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
商
法
第
二
百
十
三
条
第
二
項
（

九

株
式
の
消
却
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
商
法
第
二
百
十
二
条
第
二
項
（

株
式
の
消
却
の
手
続
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
十
五
条
第
一
項
の

株
式
の
消
却
の
手
続
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
公
告
及
び
通
知
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

規
定
に
よ
る
公
告
及
び
通
知
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

十

（
略
）

十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
証
券
専
門
会
社
の
業
務
等
）

（
証
券
専
門
会
社
の
業
務
等
）

第
五
十
六
条

（
略
）

第
五
十
六
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に
規
定
す
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
に

４

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に
規
定
す
る
会
社
（
以
下
こ
の
項
に



お
い
て
「
特
定
子
会
社
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
取
得
し
た
前
二
項
に
規
定
す
る

お
い
て
「
特
定
子
会
社
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
取
得
し
た
前
二
項
に
規
定
す
る

会
社
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
十
八
条
の
二
第
六
号
に
お
い
て
「
新
規
事
業
分

会
社
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
十
八
条
の
二
第
七
号
に
お
い
て
「
新
規
事
業
分

野
開
拓
会
社
」
と
い
う
。
）
の
株
式
等
を
そ
の
取
得
の
日
か
ら
十
年
を
経
過
す

野
開
拓
会
社
」
と
い
う
。
）
の
株
式
等
を
そ
の
取
得
の
日
か
ら
十
年
を
経
過
す

る
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処
分
基
準
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
処
分
し

る
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処
分
基
準
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
処
分
し

な
い
と
き
は
、
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
は
、
処
分
基
準
日
の
翌
日
か
ら

な
い
と
き
は
、
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
は
、
処
分
基
準
日
の
翌
日
か
ら

は
当
該
保
険
会
社
に
係
る
法
第
百
六
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
百
七
条
第
七

は
当
該
保
険
会
社
に
係
る
法
第
百
六
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
百
七
条
第
七

項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る

項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
会
社
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る

。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
行
え
ば
当
該
保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
所
有
す

。
た
だ
し
、
当
該
処
分
を
行
え
ば
当
該
保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
所
有
す

る
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
の
株
式
等
の
数
又
は
額
が
当
該
処
分
基
準
日

る
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
の
株
式
等
の
数
又
は
額
が
当
該
処
分
基
準
日

に
お
け
る
基
準
株
式
数
（
国
内
の
会
社
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国

に
お
け
る
基
準
株
式
数
（
国
内
の
会
社
（
法
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国

内
の
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
、
第
七
章
及
び
第
八
章
に
お
い
て
同
じ
。
）

内
の
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
、
第
七
章
及
び
第
八
章
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
株
式
等
に
つ
い
て
は
そ
の
発
行
済
株
式
の
総
数
等
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得

の
株
式
等
に
つ
い
て
は
そ
の
発
行
済
株
式
の
総
数
等
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得

た
株
式
等
の
数
又
は
額
、
外
国
の
会
社
の
株
式
等
に
つ
い
て
は
そ
の
発
行
済
株

た
株
式
等
の
数
又
は
額
、
外
国
の
会
社
の
株
式
等
に
つ
い
て
は
そ
の
発
行
済
株

式
の
総
数
等
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
株
式
等
の
数
又
は
額
を
い
う
。
以

式
の
総
数
等
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
株
式
等
の
数
又
は
額
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

特
定
子
会
社
が
当
該
取
得
の
日
か
ら
処
分
基
準
日
ま
で
の
間
に
当
該
保
険
会
社

特
定
子
会
社
が
当
該
取
得
の
日
か
ら
処
分
基
準
日
ま
で
の
間
に
当
該
保
険
会
社

又
は
そ
の
子
会
社
の
所
有
す
る
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
の
株
式
等
の
う

又
は
そ
の
子
会
社
の
所
有
す
る
当
該
新
規
事
業
分
野
開
拓
会
社
の
株
式
等
の
う

ち
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
準
株
式
数
を
超
え
る
部
分
の
株
式
等
を
処
分

ち
当
該
処
分
基
準
日
に
お
け
る
基
準
株
式
数
を
超
え
る
部
分
の
株
式
等
を
処
分

し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）

（
法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
等
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

（
法
第
百
六
条
第
一
項
の
規
定
等
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

第
五
十
七
条

法
第
百
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、

第
五
十
七
条

法
第
百
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
は
、



次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
自
己
の
株
式

四

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
利
益
を
も
っ

の
取
得

て
す
る
自
己
の
株
式
の
消
却

（
削
る
）

五

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
資
本
準
備
金

を
も
っ
て
す
る
自
己
の
株
式
の
消
却

（
削
る
）

六

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
再
評
価
差
額

金
（
土
地
の
再
評
価
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
七

条
第
二
項
に
規
定
す
る
再
評
価
差
額
金
を
い
う
。
第
五
十
八
条
の
二
、
第
八

十
五
条
及
び
第
二
百
十
条
の
九
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
す
る
自
己
の

株
式
の
消
却

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

（
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
事
由
）

第
五
十
八
条
の
二

法
第
百
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由

第
五
十
八
条
の
二

法
第
百
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由

は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
自
己
の
株
式

五

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
利
益
を
も
っ

の
取
得

て
す
る
自
己
の
株
式
の
消
却

（
削
る
）

六

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
資
本
準
備
金

を
も
っ
て
す
る
自
己
の
株
式
の
消
却

（
削
る
）

六
の
二

保
険
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
再
評
価

差
額
金
を
も
っ
て
す
る
自
己
の
株
式
の
消
却



六

（
略
）

七

（
略
）

七

（
略
）

八

（
略
）

（
届
出
事
項
等
）

（
届
出
事
項
等
）

第
八
十
五
条

法
第
百
二
十
七
条
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

第
八
十
五
条

法
第
百
二
十
七
条
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

十
六

自
己
の
株
式
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合

十
六

利
益
を
も
っ
て
す
る
自
己
の
株
式
の
消
却
を
行
お
う
と
す
る
場
合

（
削
る
）

十
七

資
本
準
備
金
を
も
っ
て
す
る
自
己
の
株
式
の
消
却
を
行
お
う
と
す
る
場

合

（
削
る
）

十
八

再
評
価
差
額
金
を
も
っ
て
す
る
自
己
の
株
式
の
消
却
を
行
お
う
と
す
る

場
合

十
七

（
略
）

十
九

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
合
併
の
認
可
の
申
請
）

（
合
併
の
認
可
の
申
請
）

第
百
五
条

保
険
会
社
は
、
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受

第
百
五
条

保
険
会
社
は
、
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融

庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
商
法
第
二
百
十
五
条
第
一
項

十
二

株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
商
法
第
四
百
十
六
条
第
三
項

（
株
式
の
併
合
の
公
告
等
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
通
知
を
し
た
こ
と

（
合
併
に
よ
る
株
式
併
合
に
関
す
る
準
用
規
定
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

を
証
す
る
書
面

第
二
百
十
五
条
第
一
項
（
株
式
の
併
合
の
公
告
等
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及



び
通
知
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

十
三

商
法
第
四
百
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
（
合
併
契
約
書
の
承
認
）
の
場

十
三

商
法
第
四
百
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
（
合
併
契
約
書
の
承
認
）
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
四
百
十
六
条
第
四
項
（
合
併
に
関
す
る
準
用
規
定

合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
四
百
十
六
条
第
五
項
（
合
併
に
関
す
る
準
用
規
定

）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
五
十
条
第
一
項
（
株
式
譲
渡
制
限
の
公

）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
五
十
条
第
一
項
（
株
式
譲
渡
制
限
の
公

告
等
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
通
知
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

告
等
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
通
知
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

十
四
・
十
五

（
略
）

十
四
・
十
五

（
略
）

十
六

合
併
を
す
る
会
社
の
一
方
が
合
併
後
存
続
す
る
場
合
に
お
い
て
、
合
併

十
六

合
併
を
す
る
会
社
の
一
方
が
合
併
後
存
続
す
る
場
合
に
お
い
て
、
合
併

に
よ
り
資
本
を
増
加
す
る
と
き
は
、
商
法
第
四
百
十
三
条
ノ
二
第
一
項
（
存

に
よ
り
資
本
を
増
加
す
る
と
き
は
、
商
法
第
四
百
十
三
条
ノ
二
第
一
項
前
段

続
会
社
の
資
本
増
加
の
限
度
額
）
に
規
定
す
る
限
度
額
を
、
合
併
に
よ
り
株

（
存
続
会
社
の
資
本
増
加
の
限
度
額
）
に
規
定
す
る
限
度
額
を
、
合
併
に
よ

式
会
社
を
設
立
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項
（
新
設
会
社
の
資
本

り
株
式
会
社
を
設
立
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項
前
段
（
新
設
会

の
限
度
額
）
に
規
定
す
る
額
を
証
す
る
書
面

社
の
資
本
の
限
度
額
）
に
規
定
す
る
額
を
証
す
る
書
面

十
七
～
二
十
二

（
略
）

十
七
～
二
十
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
百
五
条
の
六

保
険
会
社
は
、
法
第
百
七
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
百
五
条
の
六

保
険
会
社
は
、
法
第
百
七
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
商
法
第
二
百
十
五
条
第
一
項

十
二

株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
商
法
第
三
百
七
十
四
条
ノ
十

（
株
式
の
併
合
の
公
告
等
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
通
知
を
し
た
こ
と
を

五
第
二
項
又
は
第
三
百
七
十
四
条
ノ
三
十
一
第
二
項
（
分
割
に
よ
る
株
式
併

証
す
る
書
面

合
に
関
す
る
準
用
規
定
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
十
五
条
第
一
項

（
株
式
の
併
合
の
公
告
等
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
通
知
を
し
た
こ
と
を



証
す
る
書
面

十
三

商
法
第
三
百
七
十
四
条
ノ
十
七
第
五
項
又
は
第
六
項
（
分
割
契
約
書
の

十
三

商
法
第
三
百
七
十
四
条
ノ
十
七
第
五
項
又
は
第
六
項
（
分
割
契
約
書
の

承
認
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
三
百
七
十
四
条
ノ
三
十
一
第
二
項
（

承
認
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
三
百
七
十
四
条
ノ
三
十
一
第
四
項
（

分
割
に
関
す
る
準
用
規
定
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
五
十
条
第
一

分
割
に
関
す
る
準
用
規
定
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
百
五
十
条
第
一

項
（
株
式
譲
渡
制
限
の
公
告
等
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
通
知
を
し
た
こ

項
（
株
式
譲
渡
制
限
の
公
告
等
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
通
知
を
し
た
こ

と
を
証
す
る
書
面

と
を
証
す
る
書
面

十
四
・
十
五

（
略
）

十
四
・
十
五

（
略
）

十
六

吸
収
分
割
に
よ
り
資
本
を
増
加
す
る
と
き
は
、
商
法
第
三
百
七
十
四
条

十
六

吸
収
分
割
に
よ
り
資
本
を
増
加
す
る
と
き
は
、
商
法
第
三
百
七
十
四
条

ノ
二
十
一
（
営
業
を
承
継
す
る
会
社
の
資
本
増
加
の
限
度
額
）
に
規
定
す
る

ノ
二
十
一
前
段
（
営
業
を
承
継
す
る
会
社
の
資
本
増
加
の
限
度
額
）
に
規
定

限
度
額
を
、
新
設
分
割
に
よ
り
株
式
会
社
を
設
立
す
る
と
き
は
、
同
法
第
三

す
る
限
度
額
を
、
新
設
分
割
に
よ
り
株
式
会
社
を
設
立
す
る
と
き
は
、
同
法

百
七
十
四
条
ノ
五
（
新
設
会
社
の
資
本
の
限
度
額
）
に
規
定
す
る
限
度
額
を

第
三
百
七
十
四
条
ノ
五
前
段
（
新
設
会
社
の
資
本
の
限
度
額
）
に
規
定
す
る

証
す
る
書
面

限
度
額
を
証
す
る
書
面

十
七
～
二
十
三

（
略
）

十
七
～
二
十
三

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
に
係
る
承
認
の
例
外
）

（
保
険
持
株
会
社
の
子
会
社
に
係
る
承
認
の
例
外
）

第
二
百
十
条
の
九

法
第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

第
二
百
十
条
の
九

法
第
二
百
七
十
一
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

保
険
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
自
己
の

五

保
険
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
利
益
を

株
式
の
取
得

も
っ
て
す
る
自
己
の
株
式
の
消
却

（
削
る
）

六

保
険
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
資
本
準

備
金
を
も
っ
て
す
る
自
己
の
株
式
の
消
却



（
削
る
）

七

保
険
持
株
会
社
又
は
そ
の
子
会
社
が
株
式
等
を
所
有
す
る
会
社
の
再
評
価

差
額
金
を
も
っ
て
す
る
自
己
の
株
式
の
消
却

（
保
険
持
株
会
社
に
係
る
合
併
の
認
可
の
申
請
）

（
保
険
持
株
会
社
に
係
る
合
併
の
認
可
の
申
請
）

第
二
百
十
条
の
十
二

保
険
持
株
会
社
は
、
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項

第
二
百
十
条
の
十
二

保
険
持
株
会
社
は
、
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
合
併
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次

の
規
定
に
よ
る
合
併
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に
は
、
商
法
第
二
百
十
五
条
第
一
項
（
株
式
の

七

株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に
は
、
商
法
第
四
百
十
六
条
第
三
項
（
合
併
等

併
合
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
通
知
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

に
関
す
る
準
用
規
定
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
十
五
条
第
一
項
（

株
式
の
併
合
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
通
知
の
状
況
を
記
載
し
た

書
類

八
～
十
四

（
略
）

八
～
十
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
保
険
持
株
会
社
に
係
る
分
割
の
認
可
の
申
請
）

（
保
険
持
株
会
社
に
係
る
分
割
の
認
可
の
申
請
）

第
二
百
十
条
の
十
二
の
二

保
険
持
株
会
社
は
、
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
五
第

第
二
百
十
条
の
十
二
の
二

保
険
持
株
会
社
は
、
法
第
二
百
七
十
一
条
の
十
五
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
分
割
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書

二
項
の
規
定
に
よ
る
分
割
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書

に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に
は
、
商
法
第
二
百
十
五
条
第
一
項
（
株
式
の

七

株
式
の
併
合
を
す
る
場
合
に
は
、
商
法
第
三
百
七
十
四
条
ノ
十
五
第
二
項

併
合
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
通
知
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

又
は
第
三
百
七
十
四
条
ノ
三
十
一
第
二
項
（
分
割
等
に
関
す
る
準
用
規
定
）



に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
十
五
条
第
一
項
（
株
式
の
併
合
の
手
続
）

の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
通
知
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類

八
～
十
五

（
略
）

八
～
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


